
環境基本理念

行 動 指 針

3

地球環境問題は人類共通の重要課題

と自覚し、環境との調和を経営の最重

要課題の一つとして、自主的・積極的

にグローバルに取り組む。

生産活動において、省資源･省エネルギ

ー・リサイクル・廃棄物の削減に取り組

み、環境への負荷の低減を推進する。

製品企画、研究開発、設計段階におい

て、資材の購入、製造、流通、使用、廃棄

の各段階での環境負荷をできる限り

低減するよう配慮する。

地球環境問題解決のために、環境保全、

省エネルギー、省資源に有効な新技

術・新製品を開発し、社会に提供する。

当社では、「環境に配慮した企業経営」の実現に向け、全社一丸となって環境保全

活動に取り組むため、また、社外の方にも当社の環境問題への取り組み姿勢を理解

していただくために「環境憲章」を1 9 9 9年8月に制定しました。

川崎重工は「陸・海・空にわたる基礎産業企業」として、グロ

ーバルに事業を展開する中で、地球環境問題の解決、「循環型

経済社会」の実現を目指し、環境に調和した事業活動と地球

環境を保全する自社技術および製品を通して、社会の「持続

可能な発展」に貢献します。

環境関連の法律、規則、協定および関

連業界の自主行動計画等を遵守する

にとどまらず、必要に応じて自主管理

基準を設定し、一層の環境管理レベル

の向上に努める。

環境教育・広報活動を通じ、全従業員

の地球環境問題への意識の高揚を図

り、一人ひとりがライフスタイルの見

直しや社会貢献活動への参加を促進

する。

環境保全活動に関する環境マネジメン

トシステムを構築し、定期的に環境保

全に関する会議を開催し、見直しを行

い、環境保全活動の継続的改善を図る。
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